
令和 8年４月１日 

生活指導部 

 

部活動に関しての方針 

 

１． 部員と顧問の連絡について 

① 活動を行う場合、昼休み終了までに教員室横の黒板に日時・場所・顧問名を記入する。 

② 生徒が部活を休む場合には、顧問に直接申し出る。 

 

２． 活動時間について 

   【開始時間】６時間授業の日 １６時から 

５時間授業の日 １５時から 

＊ 短縮時間割や行事の場合は朝の打ち合わせで確認する。 

【終了時間】３月～１０月（夏季時間） １８時１０分 

１１月～２月（冬季時間）  １７時４０分  完全下校（西門を出る） 

① 職員会議・研修会等の会議の日の活動時間は再登校で１６時からとする。１０分前より早く登校しない。 

② 専門委員会がある時は専門委員会の終了時間が活動開始時間となる（３０分後）。専門委員でない生徒は 

活動場所で待機していてよい。ただし、活動をしてはならない。 

③ 公式戦の一週間前は活動を３０分延長することができる。（特練）＊前の黒板に記入 

④ 公式戦前と試験一週間前が重なった場合、１時間程度活動を認める。 

⑤ 再登校は特別な場合を除き、必ず帰宅してから登校する。 

⑥ カバン、着替え、荷物等は活動場所に持っていき、部活動中や終了後は教室に戻らないようにする。 

 

３． 早朝練習について 

① 朝練習の活動時間は７：３０～８：００までを原則とし、８：２０までには教室に入り、着席しているようにする。 

ただし、学級や委員会の活動がある場合にはそちらを優先する。 

② 早朝練習時のジャージ登校は認めるが、必ず標準服を持参し、練習後に着替える。 

③ 朝練習後の更衣は、男子は会議室、女子は更衣室を使用する。 

 

４． 入退部および兼部について 

① 入部届は年度の初めに保護者の承認を得て、提出する。入部には保護者のほか、担任と顧問の承認が必要 

である。 

② 年度ごとに転部できるが、技術向上のため３年間同じ部活で活動できることが望ましい。 

③ 部活動への入部は強制ではないが、入部することが望ましい。 

④ 年度途中の入退部もできるが、顧問や担任とよく相談し、両者の承認が必要である。 

⑤ 兼部、転部については、所属している部活動の顧問に相談の上、決められた手続きを行うこと。 

 

５． 活動中止について 

① ４教科と５教科で定期試験が分かれている場合は、４教科は３日前、５教科は１週間前から考査終了の前日ま

では活動を停止する。 

② 顧問不在の場合は原則として活動は中止とする。ただし、顧問の代理に別の教員がつく場合にはその教員名

を黒板に記入する。 



 

６． 他の活動との優先順位について 

  専門委員会、学年・学級等の取り組みがある場合はそちらを優先する。 

 

７． 昼食（休日・祝日）や飲み物について 

① 必要であれば弁当を持参してもよい。 

② 休日・長期休業中の練習、再登校の練習に限り、顧問の許可のもと水筒を持ってきてよい。 

＊長期休業中はペットボトルを水筒代わりに使うことを認める。 

 

８． 活動時の服装と更衣について 

① 更衣は更衣室を使用する。荷物は活動場所に持っていく。 

② 服装は学校指定の体育着、または各部で決められた服装（ユニフォームや体育着に準じたもの）とする。 

③ 部で定めたウインドブレーカーやトレーナーを着用してもよい。 

 

９． 対外試合や発表会等への参加について 

① 原則として、部員以外の公式戦や練習試合の応援は禁止する。（顧問が許可した場合は除く） 

② 目的地までの往復中の買い食いや寄り道、自転車の使用を禁止する。 

 

１０． 施設の整備について 

① 活動後校庭の部活はコートブラシを、体育館の部活はフロアモップをかける。 

② その他、施設の美化に心がける。 

③ 活動した場所の戸締まり、消灯は部長と顧問で確認する。 

 

１１． その他 

① 各部活動とも複数顧問で担当する。 

② 生徒が何か問題を起こした場合には、活動停止などの処分を検討する。また、学校生活において問題行動の

ある生徒についても、部活動に参加させないなどの処分を生活指導部にて検討する。 

③ 長期休業中の活動の場合、部長は日直の先生に報告をする。 

④ 石灰倉庫の掃除は定期的に使用している部活動で行う。 

⑤ 体育館倉庫、更衣室の掃除は、体育館を使用している部活動で行う。 

⑥ 大会や練習試合等、校外での活動時は、顧問又は部活動指導員が引率する。活動場所までの行き帰りに生

徒だけで行動することがないようにする。 

⑦ 他の部や他校のチームの応援には行かない。 


